


総 説

の取組も着実に進められています。

本県では、平成13（2001）年３月に三重県公

害防止条例を抜本改正し、「三重県生活環境の保

全に関する条例」を定め、従来の公害規制に加え、

廃棄物対策や地球温暖化対策などへの取組を強化

するとともに、平成16（2004）年３月には、三

重県の健全な土壌・地下水環境を保全するため、

土壌汚染に関する取組を新たに加えました。

また、平成15（2003）年３月に「三重県自然

環境保全条例」を改正し、優れた自然環境の保全

だけでなく、里地里山などの身近な自然環境の保

全や希少野生動植物種の保護など、自然環境の保

全に関する全般的な内容に拡充しました。

これらの条例を基本としながら、従来からの環

境施策に加え、新たな環境問題に対する取組を一

層進めていきます。

３ 環境政策の指針

) 三重県環境基本条例

三重県環境基本条例は、環境保全に関する基本

理念、県・事業者・県民の責務、県と市町村との

協働、環境保全に関する施策の基本的な事項を定

めることにより、県民の健康で文化的な生活の確

保と福祉に貢献することを目的として規定されて

おり、その基本理念は次の４項目です。

・良好な環境の確保と将来の世代への継承

・持続的発展が可能な社会の構築

・生態系の均衡の保持、やすらぎとうるおいのあ

る快適な環境の確保

・国際的協調による地球環境の保全

* 三重県環境基本計画

三重県環境基本計画は、三重県環境基本条例第

９条に基づき、環境の保全に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために策定され、三重県の

環境保全に関する取組の基本的な方向を示すマス

タープランです。

基本計画は、三重県が主体となって施策を展開

し、自らが率先して環境の保全に努めることを明

らかにした計画であり、事業活動や日常生活を通

じて環境に負荷を与えている県、市町村、事業者

や県民を計画の推進主体と位置づけ、各主体に期

待される役割と環境を保全するために実践すべき

取組の方向を明らかにしています。

計画の目標年度は、平成22（2010）年度とし、

環境基本条例の基本理念を受けて４項目の基本目

標を設置するとともに、具体的目標として、目指

すべき環境の状態を言葉で表した目標と48項目の

数値目標を設定しています。

〈計画の基本目標〉

_ 循環を基調とした持続的発展が可能な社会の

構築

` 人と自然が共にある環境の保全

a やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造

b 環境保全活動への参加と協働
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